
那須塩原市ファミリーサポートセンター運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

 

１ 概要 

⑴ 業務の名称 

那須塩原市ファミリーサポートセンター運営業務委託 

⑵ 業務の目的 

  子育ての援助を受けたい人「利用会員」と、子育ての援助を行える人「サポー

ト会員」をそれぞれ募集し、会員間で行われる相互援助活動を支援するファミリ

ーサポートセンター事業を実施する。 

  本事業は、「サポート会員」の確保及び「利用会員」から寄せられる様々な要望

に対し、適切なサービスの提供が重要となるため、価格以外に総合的な判断をす

る必要があることから公募型プロポーザルを実施する。 

⑶ 業務の内容 

別紙仕様書のとおり 

⑷ 事業期間 

  事業期間は、運営準備期間及び運営期間で構成する。本業務における運営準備

期間及び運営期間は以下のとおりとする。なお、運営準備期間に要する費用は、

受託者が負担するものとする。 

①運営準備期間 契約締結の翌日から令和５年３月３１日まで 

②運営期間    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

③事業期間   契約締結の翌日から令和６年３月３１日まで  

⑸ 提案上限額 

８，５００，０００円 

※本業務に係る消費税及び地方消費税については、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）第６条第１項に該当するため、非課税として取り扱う。 

 

２ 参加者の資格要件 

参加者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

⑵ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始又は会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが

なされた者（これら手続開始の決定後、那須塩原市の入札参加資格の認定を受



けた者を除く。）でないこと。 

⑶ 役員その他経営に実質的に関与している者が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

であることその他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有

していると認められること等が存しないこと。 

⑷ 業務を確実に履行できる体制及び同種・類似業務の履行実績を有すること。 

 

３ プロポーザルの日程 

 ⑴ プロポーザル実施の公告  令和４年１１月１１日（金） 

⑵ 質問書受付期限      令和４年１１月１８日（金） 

⑶ 質問回答日        令和４年１１月２５日（金） 

 ⑷ 参加申請書提出期限    令和４年１２月 ２日（金） 

 ⑸ 企画提案書提出期限    令和４年１２月 ９日（金） 

 ⑹ 審査の実施        令和４年１２月１４日（水） 

 ⑺ 審査結果の通知      令和４年１２月中旬 

 

４ 参加手続 

 ⑴ 提出先・問い合わせ先 

   〒３２９-２７９２ 那須塩原市あたご町２-３ 

   那須塩原市子ども未来部子育て支援課子ども福祉係 

   電話 ０２８７－４６－５５３２ 

   電子メール kosodateshien@city.nasushiobara.lg.jp 

   担当：染谷・髙木 

⑵ 募集方法 

   実施要領・仕様書等については、市ホームページからダウンロードすること。 

※市ホームページ http://www.city.nasushiobara.lg.jp 

⑶ 参加申請 

参加申請書（様式第１号）及び参加資格要件確認書（様式第２号）に必要事

項を記入の上、令和４年１２月２日（金）午後５時まで（必着）に、郵送又は

持参により⑴へ提出すること。 

参加申請書提出者に対し資格確認結果等の通知は行わない。ただし、資格要

件を満たさないと判断した者に対しては、個別に通知する。 

   参加表明後、都合により辞退する場合は、速やかに辞退届（様式第３号）を

⑴へ提出すること。なお、辞退の期限は令和４年１２月９日（金）とする。 

 ⑷ 質疑 

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/


本件に関し質疑がある場合は、質疑書（様式第４号）を提出することができ

る。質疑書は、令和４年１１月１８日（金）午後５時まで（必着）に⑴まで電

子メールにより提出すること。質疑書を提出した場合は、電話により到着の確

認を行うこと。 

質疑の回答は、令和４年１１月２５日（金）までに、質疑提出者に電子メー

ルで返信するとともに市ホームページに掲載する。なお、本業務に直接関係の

ある質問にのみ回答するものとし、全ての質問に回答するとは限らない。 

 

５ 企画提案書の作成、提出等 

⑴ 提出書類 

 ア 提案書表紙（様式第５号） 

イ 業務実施体制図（様式第６号） 

ウ 履行実績等（様式第７号） 

エ 本業務の実施方針及び手法 

・別紙仕様書 7業務内容の項目に沿って記載すること。（任意様式） 

・業務内容の詳細について記載すること。（様式第８号から様式第１４号） 

オ 見積書（様式第１５号）及び内訳書（任意様式） 

⑵ 作成に当たっての注意事項 

ア 提出書類⑴ア～エについて 

Ａ４縦片面刷りとし、フォントサイズは１１ポイント以上で横書きとする。

ただし、図表についてはこの限りでない。なお、印刷の色はカラーでもモノ

クロでも構わない。 

ページ数は、３０ページ以内とする。 

作成部数は、正本１部、副本５部とする。正本の表紙には、代表者印を押

捺すること。 

イ 提出書類⑴オについて 

契約希望金額の総額を記載すること。 

見積金額には、仕様書において市が負担する旨特に定めた事項を除き、業

務の履行に当たって必要な一切の費用が含まれるものとすること。 

作成部数は、正本１部、副本５部とする。正本には、代表者印を押捺する

こと。 

⑶ 提出方法等 

ア 提出期限：令和４年１２月９日（金）午後５時まで（必着） 

イ 提出場所：本要領４⑴へ提出 

ウ 提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、書留その他の到達を確認できる



方法によること。） 

 

６ 評価基準  

評価項目 評価の基準 配点 

１ファミリーサポート

センターの運営方

針、実績、応募の動

機 

・地域における子育て支援の拡大を視野に入れた運営を行

う等、事業の委託に適した事業者であるか。 

・同種事業や類似事業の履行実績が豊富で、事業を継続し

て実施できるか。 

・事業に対しての意欲を感じられる内容であるか。 

・事業内容及び地域性を理解した内容であるか。 

３０ 

２事業実施のための体

制 

・本事業の準備・開設のためのスケジュール内容 

・職員体制 

・アドバイザー確保のための手段、欠員が生じた場合の体

制 

・アドバイザーによる調整活動を円滑に行うための工夫・

対策 

・会員からの相談に応じる体制、アドバイザーの適性（会

員への適切なアドバイスができる者を充てているか） 

・市の実施する他の子育て支援施策との連携 

・会員確保のための具体的提案 

４０ 

３研修・交流会の手法 ・サポート会員の質の向上に関する研修の実施 

・サポート会員になるための研修の実施 

・会員の交流会の実施、会員への情報提供等の取り組み 

２０ 

４価格評価 （１－見積金額÷提案上限額）×配点 １０ 

合        計 １００ 

 

 

 

７ 審査及び契約候補者の特定 

 ⑴ 委託予定事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。 

 ⑵ 選考は、提出された参加申請書・企画提案書・見積書等について、評価基準

に基づき書面審査により行う（本プロポーザルにおいては、プレゼンテーショ

ンは行わない）。 

 ⑶ 書面審査の結果、評価点が最も高い者を契約候補者として特定する。 

 ⑷ 審査の結果は、令和４年１２月中旬に書面にて通知する。 



 ⑸ 選考委員会は、市職員５名で構成する。 

 

８ 契約の締結 

契約候補者の特定後、被特定者と仕様書及び企画提案書の内容により提出され

た見積書記載額で契約を行う。 

ただし、特定後契約締結前に契約内容について協議を行うことがある。協議の

結果、契約に至らなかったときは、審査において次順位であった者を新たに契約

候補者とし協議を行う。 

 

９ その他 

⑴ 企画提案書の提出後、提案者が本要領２に該当しなくなったとき、提出した

書類に虚偽の記載があったとき又はその他本要領等に違反したときは、当該提

案者の提案は無効とする。 

 ⑵ やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認

めるときは中止する場合がある。その場合、応募に関わる一切の費用は市に請

求できない。 

⑶ 企画提案に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された資料は、返却しない。また、那須塩原市情報公開条例（平成２０

年那須塩原市条例第３１号）の規定による開示請求の対象となることがある。 

⑸ 審査方法、審査内容及び審査結果に対する異議は認めない。 

 


